
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第５８条において読み替えて準用する同法第４２条第

１項の規定に基づき、及び同項の規定を実施するため、漁業の許可及び取締り等に関する省

令（昭和３８年農林水産省令第５号）第７２条第１項第３号に規定する手繰第三種漁業に該

当する貝けた網漁業（規則第１５条第２項の規定に基づく短期許可であって水流噴射式けた

網を使用するものを除く。）につき、愛知県漁業調整規則第１１条第１項各号に掲げる事項

に関する制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。 

 

１ 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶総トン数その他の制限措置  

（１）漁業種類 

 貝けた網漁業 

（２）許可又は起業の認可をすべき船舶等の数 

４隻 

（３）船舶総トン数 

６トン未満であって許可証に記載された総トン数 

（４）推進機関の馬力数 

 ２６０キロワット以下であって許可証に記載された馬力数 

（５）操業区域 

第１種共同漁業権漁場共第１５３号区域 

（６）漁業時期 

 令和８年３月１９日（木）から令和８年６月１８日（木）まで 

（７）漁業を営む者の資格 

   次のいずれにも該当する者 

ア 県内に住所を有し、当該漁業に使用する船舶（漁船法第２条第１項第１号に規 

定する船舶）を使用する権利を有する者。 

イ 当該漁業権の行使資格を有する者。 

ウ 操業区域内に貝類若しくは定着性水産動物（漁業法第６０条第５項第１号の規定 

に基づき、農林水産大臣の指定するものをいう。）を採捕する漁業者又は源式網に   

よりくるまえびを採捕する漁業者があるときは、当該漁業者の所属する漁業協同組

合の承諾を予め受けた者。 

 

２ 許可又は起業の認可を申請すべき期間 

  令和８年３月１２日（木）午前８時４５分から令和８年３月１６日（月）午後５時３０

分まで 

 

３ 備考 

この公示に係る許可又は起業の認可には、おおむね次に掲げる内容の条件を付けること

がある。 

（１）使用する漁具は、次の表の左欄の項目について、それぞれ同表の右欄の範囲。ただ

し、いかり止め方式で操業し、かつ、推進器をえい網中に回転させない場合は、この

限りでない。 



項目 範囲 

 

そ 

り 

板 

  数 けたの両端に各１枚 

形   状 Ｕ 字 型 

高さ／長さ ０．７以上 

  幅 １５㎝以内 

長   さ ３０㎝以内 

け た の 長 さ ４５０㎝以内 

歯（爪）の数 ３０．３㎝につき７本以上 

網    目  １５㎝につき２８節以下（もじ網にあっては５０㎝につき１０

５経以下） 

（２）水流噴射式けた網は、使用してはならない。 

（３）夜間（日没から日の出までをいう。）操業してはならない。 

（４）漁船法施行規則の一部を改正する省令（平成１３年農林水産省令第１５３号。）附則

第２条第１項に規定する推進機関を搭載する漁船については、１（４）中「２６０キロ

ワット」とあるのは、「６０馬力」と読み替える。 

 

 

 

令和８年３月１１日   愛知県知事 大村秀章 


